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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部にフレームを備える乗物用シートであり、
　前記フレームの側端部に位置するサイドフレームは、所定方向に延出しており、前記サ
イドフレームの延出方向において部分的に重なり合った第一サイドフレーム片及び第二サ
イドフレーム片を有し、
　前記サイドフレームにおいて前記第一サイドフレーム片及び前記第二サイドフレーム片
の双方が重なり合った重なり部分では、前記延出方向と交差する前記重なり部分の断面に
おいて前記双方に囲まれて閉じた閉領域が複数形成された状態で前記双方が重なり合って
おり、
　複数の前記閉領域は、前記断面において前方の第一閉領域と、後方の第二閉領域によっ
て構成されており、
　前記第一サイドフレーム片と、前記第二サイドフレーム片は、それぞれ前記延出方向及
び前記乗物用シートの幅方向の各々と交差する方向における第一端部及び第二端部を有し
、
　前記第一サイドフレーム片と前記第二サイドフレーム片の前記第一端部及び前記第二端
部は重なっており、
　前記第一端部は、前記幅方向において、前記第一閉領域から前記フレームの中央に向か
って延出しており、
　前記第二端部は、前記幅方向において、前記第二閉領域から前記フレームの中央に向か
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って延出しており、
　前記第二閉領域の前記幅方内側に形成される面は、前記第一閉領域の前記幅方内側に形
成される面よりも内側に形成されていることを特徴とする乗物用シート。
【請求項２】
　内部にフレームを備える乗物用シートであり、
　前記フレームの側端部に位置するサイドフレームは、所定方向に延出しており、
前記サイドフレームの延出方向において部分的に重なり合った第一サイドフレーム片及び
第二サイドフレーム片を有し、
　前記サイドフレームにおいて前記第一サイドフレーム片及び前記第二サイドフレーム片
の双方が重なり合った重なり部分では、前記延出方向と交差する前記重なり部分の断面に
おいて前記双方に囲まれて閉じた閉領域が複数形成された状態で前記双方が重なり合って
おり、
　前記第一サイドフレーム片及び前記第二サイドフレーム片は、前記延出方向及び前記乗
物用シートの幅方向の各々と交差する方向における前方の第一端部及び後方の第二端部を
有し、
　前記第二サイドフレーム片の前記第二端部には、前記第一端部が位置する側に向かって
後方から前方へ屈曲することで形成された後方フランジ部が設けられていることを特徴と
する乗物用シート。
【請求項３】
　複数の前記閉領域は、前記断面において、前記延出方向及び前記乗物用シートの幅方向
の各々と交差する方向に並んでいる前方の第一閉領域と後方の第二閉領域からなり、
　前記第一閉領域の側壁は、前記第二閉領域の側壁に沿って形成されていることを特徴と
する請求項１又は２に記載の乗物用シート。
【請求項４】
　複数の前記閉領域は、前記断面の中で占める広さが互いに異なる第一閉領域及び第二閉
領域を有し、
　前記第一閉領域は、第二閉領域と前記乗物用シートの前後方向に位置するよう配置され
、
　前記乗物用シートの幅方向において、前記第一閉領域は、第二閉領域の幅内に配置され
ていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の乗物用シート。
【請求項５】
　前記第二サイドフレーム片は、前記乗物用シートの幅方向において前記第一サイドフレ
ーム片よりも前記フレームの中央寄りに配置された状態で前記第一サイドフレーム片に重
なっており、
　前記断面において前記閉領域の間に位置する部分には、前記第一サイドフレーム片が前
記第二サイドフレーム片と重なるように設けられていることを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか一項に記載の乗物用シート。
【請求項６】
　前記断面において前記閉領域の間に位置する部分は、前記第一サイドフレーム片の側壁
を前記乗物用シートの幅方向の内側に向かって隆起する補強部が設けられていることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の乗物用シート。
【請求項７】
　前記フレームは、前記幅方向において互いに離れた一対の前記サイドフレームと、前記
幅方向において前記サイドフレーム間を連結する連結フレームと、を有し、
　前記連結フレームは、前記サイドフレームの前記第一サイドフレーム片及び前記第二サ
イドフレーム片のうち、一方のサイドフレーム片と前記幅方向において部分的に重なって
おり、
　前記連結フレームは、前記一方のサイドフレーム片の前壁と後壁の両方に重なり合って
いることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の乗物用シート。
【請求項８】
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　内部にフレームを備える乗物用シートであり、
　ヘッドレストと、
　前記フレームの前方に配置されたパッド材と、を有し、
　前記フレームの側端部に位置するサイドフレームは、所定方向に延出しており、
前記サイドフレームの延出方向において部分的に重なり合った第一サイドフレーム片及び
第二サイドフレーム片を有し、
　前記サイドフレームにおいて前記第一サイドフレーム片及び前記第二サイドフレーム片
の双方が重なり合った重なり部分では、前記延出方向と交差する前記重なり部分の断面に
おいて前記双方に囲まれて閉じた閉領域が複数形成された状態で前記双方が重なり合って
おり、
　複数の前記閉領域は、前記断面において、前方の第一閉領域と、後方の第二閉領域によ
って構成されており、
　前記重なり部分は、前記サイドフレームの前面側に、前記第一閉領域から隣接して形成
され、
　前記重なり部分の前方に前記パッド材が配置されることを特徴とする乗物用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部にフレームを備える乗物用シートに係り、特に、フレームの側端部に位
置するサイドフレームが複数のサイドフレーム片を重ね合わせて構成されている乗物用シ
ートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内部にフレームを備える乗物用シートの中には、フレームの側端部に位置するサイドフ
レームが複数のサイドフレーム片を重ね合わせて構成されているものが存在する（例えば
、特許文献１参照）。特許文献１に記載のシート装置では、シートバックフレームのサイ
ドフレームが上下に二分割されており、上側フレーム片と下側フレーム片とが部分的に重
なっている。
【０００３】
　複数のサイドフレーム片によってサイドフレームを構成した場合、一方のサイドフレー
ム片のサイズを製品間で統一し、残りのサイドフレーム片のサイズを製品間で変えれば、
シートサイズを容易に変更することが可能となる。つまり、サイドフレームを複数のサイ
ドフレーム片によって構成すれば、シートサイズのバリエーションに柔軟に対応すること
が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１２９００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のサイドフレーム片によって構成されたサイドフレームでは、サイドフレーム片同
士が部分的に重ねられているが、サイドフレーム片同士が重なり合っている部分に関して
は、十分な剛性を確保する必要がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、サイドフレ
ームにおいてサイドフレーム片同士が重なり合っている部分の剛性が確保された乗物用シ
ートを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　前記課題は、本発明の乗物用シートによれば、内部にフレームを備える乗物用シートで
あり、前記フレームの側端部に位置するサイドフレームは、所定方向に延出しており、前
記サイドフレームの延出方向において部分的に重なり合った第一サイドフレーム片及び第
二サイドフレーム片を有し、前記サイドフレームにおいて前記第一サイドフレーム片及び
前記第二サイドフレーム片の双方が重なり合った重なり部分では、前記延出方向と交差す
る前記重なり部分の断面において前記双方に囲まれて閉じた閉領域が複数形成された状態
で前記双方が重なり合っており、複数の前記閉領域は、前記断面において前方の第一閉領
域と、後方の第二閉領域によって構成されており、前記第一サイドフレーム片と、前記第
二サイドフレーム片は、それぞれ前記延出方向及び前記乗物用シートの幅方向の各々と交
差する方向における第一端部及び第二端部を有し、前記第一サイドフレーム片と前記第二
サイドフレーム片の前記第一端部及び前記第二端部は重なっており、前記第一端部は、前
記幅方向において、前記第一閉領域から前記フレームの中央に向かって延出しており、前
記第二端部は、前記幅方向において、前記第二閉領域から前記フレームの中央に向かって
延出しており、前記第二閉領域の前記幅方内側に形成される面は、前記第一閉領域の前記
幅方内側に形成される面よりも内側に形成されていることにより解決される。
【０００８】
　上記のように構成された本発明の乗物用シートでは、サイドフレーム片同士が重なり合
った部分（重なり部分）の断面において、サイドフレーム片に囲まれて閉じた閉領域が複
数形成されている。このように閉領域が複数形成されていれば、閉領域が一つのみ形成さ
れている構成に比較して、重なり部分の剛性がより高くなる。
【０００９】
　前記課題は、本発明の乗物用シートによれば、内部にフレームを備える乗物用シートで
あり、前記フレームの側端部に位置するサイドフレームは、所定方向に延出しており、前
記サイドフレームの延出方向において部分的に重なり合った第一サイドフレーム片及び第
二サイドフレーム片を有し、前記サイドフレームにおいて前記第一サイドフレーム片及び
前記第二サイドフレーム片の双方が重なり合った重なり部分では、前記延出方向と交差す
る前記重なり部分の断面において前記双方に囲まれて閉じた閉領域が複数形成された状態
で前記双方が重なり合っており、前記第一サイドフレーム片及び前記第二サイドフレーム
片は、前記延出方向及び前記乗物用シートの幅方向の各々と交差する方向における前方の
第一端部及び後方の第二端部を有し、前記第二サイドフレーム片の前記第二端部には、前
記第一端部が位置する側に向かって後方から前方へ屈曲することで形成された後方フラン
ジ部が設けられていることにより解決される。
【００１０】
　上記の構成において、複数の前記閉領域は、前記断面において、前記延出方向及び前記
乗物用シートの幅方向の各々と交差する方向に並んでいる前方の第一閉領域と後方の第二
閉領域からなり、前記第一閉領域の側壁は、前記第二閉領域の側壁に沿って形成されてい
るとよい。
【００１１】
　上記の構成において、複数の前記閉領域は、前記断面の中で占める広さが互いに異なる
第一閉領域及び第二閉領域を有し、前記第一閉領域は、第二閉領域と前記乗物用シートの
前後方向に位置するよう配置され、前記乗物用シートの幅方向において、前記第一閉領域
は、第二閉領域の幅内に配置されているとよい。
【００１２】
　上記の構成において、前記第二サイドフレーム片は、前記乗物用シートの幅方向におい
て前記第一サイドフレーム片よりも前記フレームの中央寄りに配置された状態で前記第一
サイドフレーム片に重なっており、前記断面において前記閉領域の間に位置する部分には
、前記第一サイドフレーム片が前記第二サイドフレーム片と重なるように設けられている
とよい。
【００１３】
　上記の構成において、前記断面において前記閉領域の間に位置する部分は、前記第一サ
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イドフレーム片の側壁を前記乗物用シートの幅方向の内側に向かって隆起する補強部が設
けられているとよい。
【００１４】
　上記の構成において、前記フレームは、前記幅方向において互いに離れた一対の前記サ
イドフレームと、前記幅方向において前記サイドフレーム間を連結する連結フレームと、
を有し、前記連結フレームは、前記サイドフレームの前記第一サイドフレーム片及び前記
第二サイドフレーム片のうち、一方のサイドフレーム片と前記幅方向において部分的に重
なっており、前記連結フレームは、前記一方のサイドフレーム片の前壁と後壁の両方に重
なり合っているとよい。
【００１５】
　前記課題は、本発明の乗物用シートによれば、内部にフレームを備える乗物用シートで
あり、ヘッドレストと、前記フレームの前方に配置されたパッド材と、を有し、前記フレ
ームの側端部に位置するサイドフレームは、所定方向に延出しており、記サイドフレーム
の延出方向において部分的に重なり合った第一サイドフレーム片及び第二サイドフレーム
片を有し、前記サイドフレームにおいて前記第一サイドフレーム片及び前記第二サイドフ
レーム片の双方が重なり合った重なり部分では、前記延出方向と交差する前記重なり部分
の断面において前記双方に囲まれて閉じた閉領域が複数形成された状態で前記双方が重な
り合っており、複数の前記閉領域は、前記断面において、前方の第一閉領域と、後方の第
二閉領域によって構成されており、前記重なり部分は、前記サイドフレームの前面側に、
前記第一閉領域から隣接して形成され、前記重なり部分の前方に前記パッド材が配置され
ることにより解決される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の乗物用シートによれば、サイドフレーム片同士が重なり合った部分（重なり部
分）の剛性がより高くなる。
　また、本発明の乗物用シートによれば、閉領域が並ぶ方向において重なり部分の剛性が
向上する。
　また、本発明の乗物用シートによれば、重なり部分の剛性を高める際、第一閉領域及び
第二閉領域のうち、より広い閉領域が位置する側を優先して剛性を高めることが可能とな
る。
　また、本発明の乗物用シートによれば、サイドフレームがシート幅方向外側に広がるの
を抑えつつ、サイドフレームの剛性を向上させることが可能となる。
　また、本発明の乗物用シートによれば、第一サイドフレーム片に屈曲部を形成した分、
サイドフレームがシート幅方向外側に広がるのを抑えつつ、第一サイドフレーム片の剛性
を向上させることが可能となる。
　また、本発明の乗物用シートによれば、シート着座時に乗員がサイドフレーム間に入り
込めるスペースが屈曲部の形成によって狭くなるのを抑えることが可能となる。
　また、本発明の乗物用シートによれば、サイドフレーム片と連結フレームとが重なり合
った部分（フレーム重なり部分）の剛性が的確に確保されるようになる。
　また、本発明の乗物用シートによれば、一方のサイドフレーム片にフランジ部を設けた
ことで乗物用シートの品質（例えば、乗り心地）に影響が及ぶのを抑えることが可能とな
る。さらに、乗員が位置する側に向かって屈曲したフランジ部と比較して、周囲の部材と
干渉し難くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る乗物用シートの外観を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る乗物用シートが有するフレームの斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る乗物用シートが有するフレームの正面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ断面を示す図である。
【図５】図２のＢ－Ｂ断面を示す図である。
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【図６】シートクッションフレームの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態（本実施形態）に係る乗物用シートについて図１～図６を参
照しながら説明する。以下では、乗物用シートの一例として車両用シートを挙げ、その構
成例について説明することとする。ただし、本発明は、車両用シート以外の乗物用シート
、例えば、船舶や航空機に搭載されるシートにも適用され得る。
【００１９】
　以下の説明において、「前後方向」とは、車両用シートの前後方向であり、車両走行時
の進行方向と一致する方向である。また、「シート幅方向」とは、車両用シートの幅方向
であり、車両用シートに着座した乗員から見た左右方向と一致する方向である。また、「
上下方向」とは、車両用シートの上下方向であり、車両が水平面を走行しているときには
鉛直方向と一致する方向である。また、「正面視」とは、車両用シートの前側から車両用
シートあるいは車両用シートの構成部品を見ていることを意味する。
【００２０】
　なお、以下に説明するシート各部の形状、位置及び姿勢等については、特に断る場合を
除き、車両用シートが通常状態（車両用シートの着座可能状態であって、シート各部が着
座可能位置にある状態）にあるときの内容となっている。
【００２１】
　＜＜本実施形態に係る車両用シートの基本構成＞＞
　車両用シートＳは、図１に示すように、シートバックＳ１とシートクッションＳ２とヘ
ッドレストＳ３とを有する。また、車両用シートＳは、シート内部にフレームを有する。
具体的に説明すると、シートバックＳ１の内部には、図２及び図３に図示のシートバック
フレームＦ１が配置されている。シートバックＳ１は、シートバックフレームＦの前方に
ウレタン等のパッド材を配置して当該パッド材を表皮材で覆うことにより構成されている
。
【００２２】
　シートバックフレームＦ１は、図２及び図３に示すように、シート幅方向において互い
に離れた一対のサイドフレーム１０と、シート幅方向においてサイドフレーム１０間を連
結する連結フレーム５０と、を有する。
【００２３】
　サイドフレーム１０は、シートバックフレームＦ１の側端部に位置し、所定方向に延出
し、厳密には上下方向に対してやや傾いた（後傾した）方向に延出している。連結フレー
ム５０は、サイドフレーム１０とは別部材によって構成され、左右一対のサイドフレーム
１０の上端部同士（厳密には、後述の第二サイドフレーム片３０の上端部同士）を連結し
ている。本実施形態において、連結フレーム５０は、サイドフレーム１０の上端部に溶接
されることでサイドフレーム１０に組み付けられている。
【００２４】
　以下、図２～図５を参照しつつ、サイドフレーム１０及び連結フレーム５０のそれぞれ
の構造について詳しく説明する。
【００２５】
　本実施形態に係るサイドフレーム１０は、上下に分かれた２つのパーツ（サイドフレー
ム片）によって構成されている。具体的に説明すると、各サイドフレーム１０は、より下
方に位置する第一サイドフレーム片２０と、より上方に位置する第二サイドフレーム片３
０と、を上下に並ぶように組み合わせることで構成されている。
【００２６】
　第一サイドフレーム片２０は、所定形状に加工された金属板からなり、サイドフレーム
１０の下側部分をなす。第一サイドフレーム片２０は、下部（以下、第一サイドフレーム
片下部２１）と上部（以下、第一サイドフレーム片上部２２）とを有する。第一サイドフ
レーム片下部２１は、図２に示すように、側方視で略半円状となっている側壁２１ａ、側
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壁２１ａの後端からシート幅方向内側に延出した後壁２１ｂ、及び、側壁２１ａの前端か
らシート幅方向内側に延出した前壁２１ｃを備えている。
【００２７】
　側壁２１ａは、その上端位置から中央位置に亘って前方に膨らみ、中央位置から下端位
置に向かうにつれて徐々に幅狭となる形状をなしている。後壁２１ｂは、側壁２１ａの上
端から下端に亘って設けられており、シート幅方向内側に幾分張り出ている。前壁２１ｃ
は、側壁２１ａの上端から下端に亘って設けられており、図２に示すように側壁２１ａの
下端で後方に回り込んで後壁２１ｂと連続している。シート幅方向における前壁２１ｃの
延出量（張り出し量）は、後壁２１ｂの延出量よりも短く、換言すると、後壁２１ｂは、
前壁２１ｃよりもフレームの中央寄りに位置するように延出している。ここで、「フレー
ムの中央」とは、シート幅方向におけるシートバックフレームＦ１の中央位置（つまり、
左右一対のサイドフレーム１０の各々から等距離にある位置）のことである。
【００２８】
　第一サイドフレーム片上部２２は、図２及び図３に示すように、第一サイドフレーム片
下部２１と連続しており、第一サイドフレーム片下部２１の上端から上方に延出している
。第一サイドフレーム片上部２２は、図２や図３に図示の側壁２２ａと、図４に図示の後
壁２２ｂと、図２～４に図示の前壁２２ｃと、を備えている。
【００２９】
　側壁２２ａは、第一サイドフレーム片下部２１の側壁２１ａと連続しており、サイドフ
レーム１０の延出方向に沿って若干長く延出している。また、側壁２２ａの前後方向中央
部分には、図２に示すように補強ビード２２ｈが形成されている。この補強ビード２２ｈ
は、側壁２２ａをシート幅方向外側に隆起させることで形成された隆起領域であり、側壁
２２ａの上端からサイドフレーム１０の延出方向に沿って長く形成されている。
【００３０】
　後壁２２ｂは、側壁２２ａの後端からシート幅方向内側（換言すると、フレームの中央
）に向かって延出しており、側壁２２ａの上端から下端に亘って設けられている。また、
後壁２２ｂは、第一サイドフレーム片下部２１の後壁２１ｂと連続している。
【００３１】
　前壁２２ｃは、側壁２２ａの前端からシート幅方向内側（換言すると、フレームの中央
）に向かって延出しており、側壁２２ａの上端から下端に亘って設けられている。また、
前壁２２ｃは、第一サイドフレーム片下部２１の前壁２１ｃと連続している。なお、図４
に示すように、第一サイドフレーム片上部２２の前壁２２ｃの横幅（シート幅方向におけ
る長さ）は、第一サイドフレーム片上部２２の後壁２２ｂの横幅よりも幾分短くなってい
る。
【００３２】
　本実施形態において、前壁２２ｃの上端は、図２及び図３に示すように、サイドフレー
ム１０の延出方向に対して斜めにカットされている。
【００３３】
　ここで、後壁２２ｂ及び前壁２２ｃは、前後方向（すなわち、サイドフレーム１０の延
出方向及びシート幅方向の各々と交差する方向）における第一サイドフレーム片２０の端
部に相当する。前壁２２ｃは、車両用シートＳに乗員が着座した状態において、後壁２２
ｂよりも乗員に近い側に位置する第一端部に相当する。後壁２２ｂは、車両用シートＳに
乗員が着座した状態において、前壁２２ｃよりも乗員から離れた側に位置する第二端部に
相当する。また、第一サイドフレーム片上部２２において、側壁２２ａの後端部と後壁２
２ｂは、図２及び図４に示すように、互いに略直交して角部２２ｄをなしている。
【００３４】
　第二サイドフレーム片３０は、サイドフレーム１０の上側部分をなし、金属板によって
構成されている。第二サイドフレーム片３０は、複数回折り曲げられてリップ溝側鋼のよ
うな形状をなしている。第二サイドフレーム片３０は、図２及び図３に示すように、下部
（以下、第二サイドフレーム片下部３１）と上部（以下、第二サイドフレーム片上部３２
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）を有する。
【００３５】
　第二サイドフレーム片下部３１は、第一サイドフレーム片上部２２と重ね合されている
。このように第一サイドフレーム片２０及び第二サイドフレーム片３０は、サイドフレー
ム１０の延出方向において部分的に重ね合されることでサイドフレーム１０を構成してい
る。換言すると、サイドフレーム１０は、第一サイドフレーム片上部２２と第二サイドフ
レーム片下部３１とが重ね合されることで構成された重なり部分４０を有している。
【００３６】
　なお、図４に示すように、重なり部分４０では、第二サイドフレーム片下部３１がシー
ト幅方向において第一サイドフレーム片上部２２よりも内側（換言すると、フレームの中
央寄り）に配置された状態で第一サイドフレーム片上部２２に重ねられている。
【００３７】
　また、第一サイドフレーム片上部２２及び第二サイドフレーム片下部３１は、互いに重
ね合された状態で溶接（より厳密には、レーザ溶接）にて接合されている。ここで、第一
サイドフレーム片上部２２における第二サイドフレーム片下部３１との溶接箇所の中には
、第一サイドフレーム片上部２２の前壁２２ｃの上端が含まれている。第一サイドフレー
ム片上部２２の前壁２２ｃの上端は、前述したようにサイドフレーム１０の延出方向に対
して斜めにカットされている。このため、第一サイドフレーム片上部２２及び第二サイド
フレーム片下部３１を溶接する際には、第一サイドフレーム片上部２２の前壁２２ｃの上
端において溶接しろ（溶接長）をより長く確保することが可能となる。
【００３８】
　第二サイドフレーム片下部３１の構成について説明すると、第二サイドフレーム片下部
３１は、サイドフレーム１０の延出方向に沿って延出しており、図４に図示の側壁３１ａ
、後壁３１ｂ及び前壁３１ｃを有する。側壁３１ａは、サイドフレーム１０の延出方向に
沿って延出している。側壁３１ａは、第一サイドフレーム片上部２２の側壁２２ａに沿っ
ており、前後方向において第一サイドフレーム片上部２２の側壁２２ａと略同じ幅を有す
る。
【００３９】
　後壁３１ｂは、図４に示すように、側壁３１ａと略直交し、側壁３１ａの後端からシー
ト幅方向内側（換言すると、フレームの中央）に向かって延出している。後壁３１ｂは、
側壁３１ａの上端から下端に亘って設けられており、シート幅方向内側に幾分延出してい
る。後壁３１ｂは、その大部分が第一サイドフレーム片上部２２の後壁２２ｂに沿ってお
り、シート幅方向において第一サイドフレーム片上部２２の後壁２２ｂよりも若干内側に
長く延出している。
【００４０】
　また、図４に示すように、側壁３１ａと後壁３１ｂとの境界部分は、Ｌ字状に屈曲して
屈曲部３１ｄを形成している。屈曲部３１ｄは、その頂点（Ｌ字の屈曲点に相当する箇所
）がシート幅方向内側（換言すると、シートの中央）により近付くように屈曲している。
そして、図４に示すように、屈曲部３１ｄは、重なり部分４０（厳密には、重なり部分４
０の断面Ｘ１）において、第一サイドフレーム片上部２２の角部２２ｄ（すなわち、側壁
２２ａと後壁２２ｂとの境界部分）の対角をなす位置に設けられている。なお、屈曲部３
１ｄの大きさについては、シート仕様に応じて自由に設計することが可能である。
【００４１】
　また、図４に示すように、後壁３１ｂには、補強のために後方フランジ部３１ｅが設け
られている。後方フランジ部３１ｅは、後壁３１ｂにおけるシート幅方向内側の端部（延
出方向先端部）が前方（すなわち、前壁３１ｃが位置する側）に向かって屈曲することで
形成されている。
【００４２】
　前壁３１ｃは、図４に示すように、側壁３１ａと略直交し、側壁３１ａの前端からシー
ト幅方向内側（換言すると、フレームの中央）に向かって延出している。前壁３１ｃは、
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側壁３１ａの上端から下端に亘って設けられており、シート幅方向内側に幾分延出してい
る。シート幅方向における前壁３１ｃの延出量（張り出し量）は、後壁３１ｂの延出量よ
りも短い。換言すると、後壁３１ｂは、前壁３１ｃよりもフレームの中央寄りに位置する
ように延出している。
【００４３】
　また、前壁３１ｃは、その大部分が第一サイドフレーム片上部２２の前壁２２ｃに沿っ
ており、シート幅方向において第一サイドフレーム片上部２２の前壁２２ｃよりも内側に
若干長く延出している。
【００４４】
　また、図４に示すように、前壁３１ｃには、補強のために前方フランジ部３１ｆが設け
られている。前方フランジ部３１ｆは、第二サイドフレーム片３０（一方のサイドフレー
ム片）に設けられたフランジ部であり、前壁３１ｃにおけるシート幅方向内側の端部（延
出方向先端部）が後方（すなわち、後壁３１ｂが位置する側）に向かって屈曲することで
形成されている。
【００４５】
　ここで、後壁３１ｂ及び前壁３１ｃは、前後方向（すなわち、サイドフレーム１０の延
出方向及びシート幅方向の各々と交差する方向）における第二サイドフレーム片３０の端
部に相当する。前壁３１ｃは、車両用シートＳに乗員が着座した状態において、後壁３１
ｂよりも乗員に近い側に位置する第一端部に相当する。後壁３１ｂは、車両用シートＳに
乗員が着座した状態において、前壁３１ｃよりも乗員から離れた側に位置する第二端部に
相当する。
【００４６】
　第二サイドフレーム片上部３２は、図２及び図３に示すように、第二サイドフレーム片
下部３１と連続しており、第二サイドフレーム片下部３１の上端から上方に延出している
。また、第二サイドフレーム片上部３２は、上方に向かうにつれて徐々にシート幅方向内
側に向かうように緩やかに湾曲している。第二サイドフレーム片上部３２は、図２及び図
３に示すように、側壁３２ａ、後壁３２ｂ及び前壁３２ｃを有する。
【００４７】
　側壁３２ａは、第二サイドフレーム片下部３１の側壁３１ａと連続しており、上方に向
かうほどシート幅方向内側に向かうように円弧状に湾曲している。また、側壁３２ａの前
後方向中央部分には、図２に示すように補強ビード３２ｈが形成されている。この補強ビ
ード３２ｈは、側壁３２ａをシート幅方向外側に隆起させることで形成され、側壁３２ａ
の上端から下端に亘って形成されている。
【００４８】
　また、第一サイドフレーム片上部２２及び第二サイドフレーム片下部３１が重ね合わさ
れた状態では、図２に示すように、第一サイドフレーム片上部２２の側壁２２ａに形成さ
れた補強ビード２２ｈと、第二サイドフレーム片上部３２の側壁３２ａに形成された補強
ビード３２ｈとが連続するように並んでいる。
【００４９】
　後壁３２ｂは、側壁３２ａの後端からシート幅方向内側に向かって延出しており、側壁
３２ａの上端から下端に亘って設けられている。後壁３２ｂは、上方に向かうほどシート
幅方向内側に向かうように円弧状に湾曲している。後壁３２ｂは、第二サイドフレーム片
下部３１の後壁３１ｂと連続している。
【００５０】
　前壁３２ｃは、側壁３２ａの前端からシート幅方向内側に向かって延出しており、側壁
３２ａの上端から下端に亘って設けられている。前壁３２ｃは、上方に向かうほどシート
幅方向内側に向かうように円弧状に湾曲している。前壁３２ｃは、第二サイドフレーム片
下部３１の前壁３１ｃと連続している。また、前壁３２ｃの下端部は、図３に示すように
、下方に向かうにつれて幅狭となるように構成されている。
【００５１】
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　本実施形態に係る連結フレーム５０は、前後方向及び上下方向に複数回折り曲げられた
金属プレートからなり、シート幅方向に沿って延出している。シート幅方向における連結
フレーム５０の両端部は、それぞれ、第二サイドフレーム片上部３２に溶接されている。
【００５２】
　より詳しく説明すると、図５に示すように、第二サイドフレーム片上部３２において側
壁３２ａ、後壁３２ｂ及び前壁３２ｃの各々の上端部に囲まれたスペースに連結フレーム
５０の端部が入り込んでいる。そして、上記のスペースに入り込んだ連結フレーム５０の
端部が側壁３２ａ、後壁３２ｂ及び前壁３２ｃの各々に溶接（厳密には、レーザー溶接）
されることで、連結フレーム５０が第二サイドフレーム片上部３２に接合されている。
【００５３】
　以上のように、本実施形態において、連結フレーム５０は、第二サイドフレーム片３０
（一方のサイドフレーム片に相当）とシート幅方向において部分的に重なっている。換言
すると、シートバックフレームＦ１の上端部には、連結フレーム５０及び第二サイドフレ
ーム片３０が重なり合ったフレーム重なり部分６０が設けられている。
【００５４】
　フレーム重なり部分６０では、図５に示すように、断面Ｘ２（サイドフレーム１０の延
出方向と交差する断面）が閉断面をなした状態で連結フレーム５０及び第二サイドフレー
ム片３０が重なり合っている。ここで、「閉断面をなした状態」とは、図５に示すように
、連結フレーム５０及び第二サイドフレーム片３０の第二サイドフレーム片上部３２に囲
まれて閉じた閉断面をなしている状態を意味する。
【００５５】
　また、第二サイドフレーム片上部３２の側壁３２ａに形成されている補強ビード３２ｈ
は、図２や図５に示すように、サイドフレーム１０の延出方向においてフレーム重なり部
分６０が設けられている範囲に達している。
【００５６】
　＜＜重なり部分の詳細について＞＞
　第一サイドフレーム片上部２２と第二サイドフレーム片下部３１とが重なり合っている
部分、すなわち、重なり部分４０について図４を参照しながら詳細に説明する。
【００５７】
　重なり部分４０では、その断面Ｘ１（厳密には、サイドフレーム１０の延出方向と交差
する断面）において閉領域が複数形成された状態で、第一サイドフレーム片上部２２及び
第二サイドフレーム片下部３１の双方が重なり合っている。ここで、「閉領域」とは、第
一サイドフレーム片上部２２及び第二サイドフレーム片下部３１の双方に囲まれて閉じた
領域のことである。
【００５８】
　断面Ｘ１には、前後方向（サイドフレーム１０の延出方向及びシート幅方向の各々と交
差する方向）に並んだ第一閉領域４１及び第二閉領域４２が存在する。このように重なり
部分４０の断面Ｘ１において複数の閉領域が形成されることで、当該重なり部分４０の断
面係数を効果的に増やすことが可能となる。これにより、車両用シートＳでは、重なり部
分４０の剛性が効果的に高められている。
【００５９】
　なお、上記２つの閉領域は、断面Ｘ１の中で占める広さ（すなわち、各閉領域が囲む面
積）が互いに異なるように形成されている。具体的に説明すると、図４に示すように、第
一閉領域４１の広さよりも第二閉領域４２の広さの方が大きくなっている。このような構
成であれば、重なり部分４０において、第一閉領域４１が位置する側の部分（具体的には
、前方部分）の剛性を優先的に高めることが可能となる。ただし、これに限定されるもの
ではなく、第二閉領域４２の広さよりも第一閉領域４１の広さの方が大きくなっていても
よい。また、第二閉領域４２の広さと第一閉領域４１の広さとが等しくてもよい。
【００６０】
　各閉領域について説明すると、第一閉領域４１は、図４に示すように、より前方に形成
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された閉領域である。第一閉領域４１は、第一サイドフレーム片上部２２の側壁２２ａの
前端部及び前壁２２ｃと、第二サイドフレーム片下部３１の側壁３１ａとに囲まれており
、前後方向に長い偏平な閉領域となっている。
【００６１】
　第二閉領域４２は、図４に示すように、より後方に形成された閉領域である。第二閉領
域４２は、第一サイドフレーム片上部２２の側壁２２ａ及び後壁２２ｂがなす角部２２ｄ
と、第二サイドフレーム片下部３１の後壁３１ｂがなす屈曲部３１ｄと、によって構成さ
れた略正方形状の閉領域となっている。
【００６２】
　なお、図４に示すように、屈曲部３１ｄは、シート幅方向において、第二サイドフレー
ム片下部３１の前壁３１ｃの内側端（最もフレームの中央寄りに位置する部分）よりも外
側に位置している。図４を参照して分かり易く説明すると、屈曲部３１ｄは、シート幅方
向において、図４に図示した距離ｗだけ前壁３１ｃの内側端よりも外側に位置している。
このように本実施形態では第二サイドフレーム片下部３１において屈曲部３１ｄをシート
幅方向外側に近付けるように設けている。このような構成であれば、シート着座時に乗員
が窮屈感（具体的には、サイドフレーム１０間に入り込めるスペースが屈曲部３１ｄの形
成によって狭くなったという感覚）を感じてしまうのを、抑制することが可能となる。
【００６３】
　また、図４に示すように、断面Ｘ１において閉領域４１、４２の間に位置する部分には
、第一サイドフレーム片上部２２の側壁２２ａをシート幅方向内側（第二サイドフレーム
片下部３１が位置する側）に向かって隆起してなる補強ビード２２ｈが配置されている。
本実施形態において、補強ビード２２ｈは、前後方向において第一閉領域４１と第二閉領
域４２との略中間の位置に配置されている。ただし、補強ビード２２ｈの位置については
、特に限定されるものではなく、第一閉領域４１により近付いた位置、あるいは第二閉領
域４２により近付いた位置であってもよい。
【００６４】
　＜＜その他の実施形態＞＞
　以上までに説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明
を限定するものではない。すなわち、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改
良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは勿論である。
【００６５】
　また、上記の実施形態では、シートバックフレームＦ１のサイドフレーム１０が上下二
つのサイドフレーム片（第一サイドフレーム片２０及び第二サイドフレーム片３０）に分
割され、サイドフレーム片同士が部分的に重なり合っている構成について説明した。ただ
し、これに限定されるものではなく、本発明は、図６に示すようにシートクッションフレ
ームＦ２のサイドフレーム１１０が前後二つのサイドフレーム片（第一サイドフレーム片
１２０及び第二サイドフレーム片１３０）に分割され、サイドフレーム片同士が部分的に
重なっている構成に対しても適用可能である。すなわち、シートクッションフレームＦ２
のサイドフレーム１１０中、サイドフレーム片同士が重なり合った重なり部分の断面（前
後方向を法線方向とする断面）において、図４に図示した構成と同じように閉領域が複数
形成されていれば、当該重なり部分の剛性を十分に確保することが可能となる。
【符号の説明】
【００６６】
１０　サイドフレーム
２０　第一サイドフレーム片
２１　第一サイドフレーム片下部
２１ａ　側壁
２１ｂ　後壁
２１ｃ　前壁
２２　第一サイドフレーム片上部
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２２ａ　側壁
２２ｂ　後壁（第二端部）
２２ｃ　前壁（第一端部）
２２ｄ　角部
２２ｈ　補強ビード（隆起領域）
３０　第二サイドフレーム片
３１　第二サイドフレーム片下部
３１ａ　側壁
３１ｂ　後壁（第二端部）
３１ｃ　前壁（第一端部）
３１ｄ　屈曲部
３１ｅ　後方フランジ部
３１ｆ　前方フランジ部（フランジ部）
３２　第二サイドフレーム片上部
３２ａ　側壁
３２ｂ　後壁
３２ｃ　前壁
３２ｈ　補強ビード
４０　重なり部分
４１　第一閉領域
４２　第二閉領域
５０　連結フレーム
６０　フレーム重なり部分
１１０　サイドフレーム
１２０　第一サイドフレーム片
１３０　第二サイドフレーム片
Ｆ１　シートバックフレーム（フレーム）
Ｆ２　シートクッションフレーム（フレーム）
Ｓ　車両用シート（乗物用シート）
Ｓ１　シートバック
Ｓ２　シートクッション
Ｓ３　ヘッドレスト
Ｔ１　第一閉領域
Ｔ２　第二閉領域
Ｘ１　断面
Ｘ２　断面
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